
　住民税非課税世帯と子育て世帯

向けに、町プレミアム付き商品券

を販売しています。詳細は町ホー

ムページをご覧ください。

　住民税非課税世帯の方は「購入

引換券」が必要ですが、申請期限

が1月31日㈮に迫っています。該

当する家庭では、早めの手続きを

お願いします。

　また、1月以降は販売場所が役

場福祉・子ども課となりますので、

ご注意ください。

 ◆引換券の申請は1月31日㈮まで

　購入対象者のうち、住民税非課

税世帯に該当する方が商品券を購

入する場合は、事前に申請書を提

出し、購入引換券を受け取る必要

があります。対象と思われる方に

は、申請書を送付しているので、

必要事項を記入の上、役場福祉・

子ども課までご提出ください。

　申請書の受け付け後、約２週間

で、決定通知・購入引換券を送付

します。

●申請期限　1月31日㈮（当日消

印有効）

.◆転入者の皆さんへ 

　転入前の市町村から購入引換券

の交付を受けている場合は、購入

可能回数を引き継いで矢巾町の購

入引換券と交換することが可能で

す。

●交換窓口　役場福祉・子ども課

福祉係（☎611-2572）

●持ち物　転入前市町村の購入引

換券、印鑑、身分証明書

 ◆商品券の販売 

●販売期間　2月14日㈮まで、平

日午前9時～午後5時（水曜日は

午後6時30分まで）

●購入に必要なもの　町が発行し

た購入引換券、身分証明書

●販売場所・問い合わせ　役場1

階福祉・子ども課（☎611-2572）

※商品券の利用期限は2月29日㈯

まで。早めの購入と計画的な利用

をお願いします。

■マイナンバーカードを利用して、コンビニで各種証明書の取得が可能。詳しくは住民課☎ 611-2502 まで。

　利用できる時間　午前 6時 30分～午後 11時（12/29 ～ 1/3 およびシステムメンテナンス時を除く）

町プレミアム付き商品券
1月以降の販売のお知らせ

■企業名（就業場所）

①職種.②年齢.③求人数.④賃金.⑤求

人番号.⑥必要資格など

■㈱レンタルのニッケン盛岡機械セン

ター（広宮沢）

①サービス職（正社員）②59歳以下

③ 1 人④ 170,000 円～270,000 円⑤

03010-27354591⑥普免（AT限定不可）

■㈱ホームエネルギー東北盛岡セン

ター（広宮沢）

①配送作業（正社員）②59歳以下③1

人④182,000円～193,400円⑤03010-

27272591⑥普免（AT限定不可）

■タカヨ建設㈱（下矢次）

①建築設計（正社員）②不問③ 1人④

190,000 円～ 325,000 円⑤ 03010-

27704491 ⑥ 2 級以上建築施工管理

技士または 2級建築士

■社会福祉法人いちご会（又兵エ新田）

①看護師（生活介護センターいちご

園、正社員）② 64 歳以下③ 1 人④

220,000 円～ 244,300 円⑤ 03010-

27274091 ⑥看護師または准看護師、

普免

■㈲東日本フーズ営業本部（土橋）

①店長（回転寿司源八、正社員）②不問

③ 1人④ 230,000 円～250,000 円⑤

03010-27849991⑥普免（AT限定可）

■㈲サンオート（間野々）

①店頭管理販売（正社員）②不問③

2 人 ④ 180,000 円 ～ 300,000 円 ⑤

03010-27935391⑥普免（AT限定可）

　就業希望の方は「盛岡公共職業安定
所紹介第一部門（☎ 624-8902）」へ
求人番号を告げてお問い合わせくださ
い（事業所へは同安定所の紹介状が必
要です）。

報人求 情 町
　内

国民健康保険税第 7 期
介護保険料普通徴収第 10 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 10 期

11 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 0 件（ 3 件）

■救急出動 89 件（952 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 11 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 67 件（593 件）

 ■人身事故 6 件（ 66 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 6 人（ 78 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 5 人）

※紫波警察署提供

 1月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 
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　町消防団では、仕事始めの行

事である「出初め式」を行います。

自由に観覧できますので、消防団

員の火消しの心意気をぜひ、ご覧

ください。

　なお、出初め式の挙行にあた

り、県道矢巾停車場線の一部が通

行止めとなります。皆さんのご協

力をお願いします。

▼日 時　1 月 5 日㈰午前 10 時

40分～午前 11時 10分

▼会場　矢巾ショッピングセン

ター内北側駐車場

 通行止めについて 

▼区間・時間　県道矢巾停車場

線のやはぱーく前交差点～矢巾

ショッピングセンター北側交差

点・午前 10 時 20 分～午前 10

時 40分ごろ

▼問い合わせ　役場総務課防災

安全室（☎ 611-2708）

　県と町では、里親制度説明会を

開催します。さまざまな事情で、

自分の家族と暮らせない子どもを

迎え入れ、愛情深く育てる「里親」

制度について、経験者の体験談な

どを聞ける貴重な機会です。個別

相談会も行います。※入場無料・

申し込み不要

▼日時　１月 24 日㈮午後１時

30分～午後 4時

▼場所　やはぱーく 3 階大研修

室

▼問い合わせ　県福祉総合相談セ

ンター里親担当（☎ 629-9608）

　町では、結婚を機に町内で生活

を始めた新婚世帯を対象として、

町内に定住するために掛かった費

用（住宅購入費・家賃・敷金・礼

金など）を補助しています。

　(1)～(3)の条件すべてに当ては

まる方で、(3)については①～③

のいずれかに該当すれば、対象と

なります。申し込み方法など、詳

細は役場企画財政課にお問い合わ

せください。

▼条件　（1）婚姻届受理日が１年

以内（2）婚姻届受理日時点で夫婦

ともに34 歳以下（3）①世帯全員

の前年の合計所得金額が340 万

円未満.②結婚を機に夫婦の一方が

離職または転職し、申請年の世帯

の所得合計見込みが340 万円未

満.③世帯全員の前年の合計所得

金額から貸与型奨学金の年間返済

額を引いた所得が340 万円未満

▼補助上限　30万円

▼申し込み・問い合わせ　役場企

画財政課企画係（☎ 611-2721）

　町では、食べ残しを減らすため

「やはば 30・10（さんまるいち

まる）運動」を推進しています。

飲食店などでの宴会では、開始後

30 分と終了前 10 分は席に着き、

食事を楽しみましょう。

　食べられるものが、ごみとして

捨てられる「食品ロス」の増加が

問題となっています。食品ロスの

削減へ、ご協力ください。

▼問い合わせ　役場住民課環境係

（☎ 611-2506）

　

　ホームタンクから油が漏れ出

し、用水路などに流出する事故が

起きています。

　ホームタンクを所有している家

庭や事業所では①油の移し替え中

に目を離さない②パイプの劣化や

破損を放置しない③定期的に点検

を行うなどを心掛け、事故の防止

に努めましょう。環境保全へ、ご

協力をお願いします。

▼問い合わせ　役場住民課環境係

（☎ 611-2506）

お知らせ

募集やイベント、お知らせなど皆
さんの暮らしに役立つ情報をお届
けします。

■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7時まで延長…取り扱い業務は次の 7種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

町消防団出初め式
通行止めにご協力ください

里親制度説明会を
開催します

やはば 30･10 運動
食品ロス防止にご協力を

新婚世帯対象
町内定住の費用を補助します

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。
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ホームタンクの所有者へ
油漏れにご注意ください
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